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～平成29年に向けた改善（案）～

熊野大花火大会交通円滑化協議会

平成28年12月27日（火）
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Ｐ3１ 熊野尾鷲道路の通行規制

第一章 総則
（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その
他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な
制限を受ける状態にあるものをいう。

種類 交付手帳 法律等

身体障害 身体障害者手帳 身体障害者福祉法
（S24.12.26、法律第283号）

知的障害 療育手帳 「療育手帳制度について」
（S48.9.27、厚生事務次官通知）

精神障害 精神障害保健
福祉手帳

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律
（S25.5.1、法律第123号）

※熊野市の身体障がい者駐車場との整合が必要。
※警察署長権限で規制を実施するため、正式な決定はH２９年度とする。

障害者基本法（S45.5.20、法律八十四号）

＜通行対象車両の通行状況＞

■ 熊野尾鷲道路下り（和歌山方面）の通行対象車両は、バスに加えタクシー・身体障がい者等乗車
車両まで拡大し、一定数の利用を確認。

■ 新たな需要の掘り起こしや利用拡大を図るため、タクシー利用の更なる周知を行う。
■ 公平性の観点から、対象車両を知的・精神障害者を含む障害者全体に拡大することを検討。

至 熊野尾鷲道路

至熊野尾鷲道路

至 和歌山

熊野大泊IC交差点

熊野大泊IC交差点

＜障害者の区分＞

(1)通行対象車両の拡大

至 和歌山

熊野大泊IC交差点

至 熊野尾鷲道路

至 和歌山



Ｐ4１ 熊野尾鷲道路の通行規制

＜H28年の規制方法＞

■ H28年の花火大会では、本線上でのUターン車両は発生せず、安全な利用を確認。
■ 交通実態を勘案し、下り（和歌山方面）の途中ＩＣオフ ランプを利用可能とする運用を検討。

(2)下り（和歌山方面）の途中ＩＣオフランプ利用可

＜H29年の規制方法（案）＞

バス・タクシー・身体障がい者乗車車両のみ通行可

全車両通行可

下り オフランプ封鎖
途中下車防止接続道との交差部

車両への規制の説明

予告看板

至

熊
野

至

尾
鷲

Uターン対策

下り オンランプ閉鎖
一般車両の進入防止

8月17日
9時～21時

熊野大花火大会
交通円滑化協議会

I
Ｃ
閉
鎖

Uターン対策
8月17日

9時～21時

熊野大花火大会
交通円滑化協議会
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上り（名古屋方面）：
交通規制なし（途中ＩＣ利用可）

バス・タクシー・障がい者乗車車両のみ通行可

全車両通行可

下り オフランプ
利用可接続道との交差部

車両への規制の説明

予告看板

至

熊
野

至

尾
鷲

Uターン対策

下り オンランプ閉鎖
一般車両の進入防止

8月17日
9時～21時

熊野大花火大会
交通円滑化協議会

I
Ｃ
閉
鎖

Uターン対策
8月17日

9時～21時

熊野大花火大会
交通円滑化協議会
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上り（名古屋方面）：
交通規制なし（途中ＩＣ利用可）



Ｐ5２ ツアーバス来場者

(1)ツアーバスの方面別駐車の徹底
■ 名古屋方面から来場するツアーバスの大泊駐車場の利用促進、鬼ヶ城センター駐車場の分担率の

適正化により、井戸小学校駐車場の名古屋方面からの利用割合を軽減。
■ 駐車場からの出発可能時刻等のメリットを早めにツアーバス会社等に周知。

井戸町交差点 熊野市駅口交差点

＜H28年方面別駐車及び出庫時刻の状況＞

井戸小学校

木本小学校

大泊

鬼ヶ城第2

鬼ヶ城第1

至

和
歌
山

井戸小学校
駐車台数 42台

出庫時間 22：10～

木本小学校
駐車台数 44台

出庫時間 22：10～

大泊
駐車台数 3台 →

出庫時間 22：15～

鬼ヶ城センター（第1、2）
駐車台数 11台、15台

和歌山方面
出庫時間 22：10～

P

P
P

P

和歌山方面から
13%

名古屋方面から
87%

和歌山方面
から60%

名古屋方面
から40%

名古屋方面から
100%

名古屋方面から
100%

P

※バスの方面別割合は予約時の情報をもとに記載

＜H28年バスの出庫状況＞

至 名古屋

鬼ヶ城センター第1駐車場

出典：駐車台数：熊野市提供資料
出庫時間：紀勢国道事務所調査結果

名古屋方面
出庫時間 21：35～

21：35
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拡大

至
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古
屋



Ｐ6２ ツアーバス来場者

■ 鬼ヶ城センター・大泊駐車場から花火大会会場までは徒歩での移動となり、利便性が課題。
■ ツアーバス利用者の行きの降車場所として、熊野市駅付近に停留所を設置することを検討。
■ 徒歩での移動距離を短くすることにより、名古屋方面から来場するツアーバスの鬼ヶ城センター・

大泊駐車場の利用を促進。

(2)ツアーバス停留所の設置

鬼ヶ城トンネル手前（名古屋側） 至 和歌山

木本トンネルを通行して市街地へ

■シャトルバス降⾞場所■⼤泊⽅⾯からのツアーバス利⽤者の移動状況

Ｈ28年の歩行者動線

対策(案)のツアーバス動線

対策(案)の歩行者動線

■⻤ヶ城センター・⼤泊駐⾞場からの移動経路とツアーバス停留所(案)

P

P

大泊駐車場

鬼ヶ城センター
第1駐車場

至

名
古
屋

至

和
歌
山

立石南

矢田

P 鬼ヶ城センター
第2駐車場

シャトルバス降車場所

Ｈ28年時点

■路線バス停留所「松原」付近

路線バス停留所
（松原・きれい橋）
路線バス停留所
（松原・きれい橋）

Ｈ28年時点



Ｐ7３

■休憩所の増設や翌朝までの開放・テントサイト駐車場の設置
■ 新たな休憩所の設置や既存休憩所スペースの増設を検討。
■ 帰宅交通の集中による渋滞の緩和を目的として、翌朝までの休憩所の開放、テントサイト駐車場

（事前予約制）の設置を検討。

＜休憩所の開放＞

＜テントサイト駐車場の設置＞

出典：大曲の花火ポータルサイト（秋田県大仙市ＨＰ）

※休憩所に必要な設備として、照明、トイレ、水道等が考えられる。

＜翌朝までの休憩所・テントサイト駐車場の設置候補箇所＞

休
休

休

休

熊野市総合グラウンド・体育館
労働福祉会館

文化交流センター

熊野市民会館テ

市営陸上競技場

翌朝までの休憩所 候補休

テ テントサイト駐車場 候補

凡例

至

名
古
屋至

和
歌
山

テ

市営くまのスタジアム

熊野市民会館

大曲の花火における設置事例

自家用車での来場者
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熊野市駅口～木本町の断面通過歩行者交通量

和歌山方面 名古屋方面 断面歩行者の累計割合

Ｐ8４ 会場周辺の円滑化対策

(1)国道42号の交通規制時間の短縮
■ 花火大会終了後の国道42号の交通規制時間の短縮を検討。

→熊野市駅口付近では21：40までに約95%の歩行者が横断していることから、交通規制時間は
現状の60分から40分程度までに短縮することが可能。

熊
野
市
駅
口

木
本
町

井
戸
町

獅
子
岩

至

和
歌
山

至

名
古
屋

至 名古屋

至 和歌山

至 名古屋

至 和歌山

至 名古屋

至 和歌山

至 名古屋

至 和歌山 至 名古屋

至 和歌山

至 名古屋

至 和歌山

21：00 21：20 21：40 21：40

21：30 21：40

＜木本町～熊野市駅口交差点周辺＞ ＜井戸町交差点周辺＞ ＜木本町交差点周辺＞

交通量調査断面

名古屋方面和歌山方面

歩行者の通行はまばら 歩行者の通行はほとんどない

出典：紀勢国道事務所調査結果

95%の歩行者が横断
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Ｐ9４ 会場周辺の円滑化対策

■ 露天商の違法な駐停車、頻繁な道路横断による通行阻害を防止するため取締りやパトロールを強化。
■ 運用ルールの徹底と荷さばきスペースの更なる明確化を実施。
■ 花火大会終了後は、国道42号下り（和歌山方面）側を駐停車スペースとして明確化することを検討。

＜花火大会開始前の露天商の駐停車＞ ＜花火大会開始前の荷さばきスペース＞

⾄
名
古
屋

荷捌きスペース用

駐停車予防用

案内看板

熊野大花火大会
交通円滑化協議会

露
天
商
・
花
火
大
会
関
係
者

一
般
車
両
は
駐
車
で
き
ま
せ
ん

一
時
駐
車
ス
ペ
ー
ス

(2)露天商の違法駐停車対策

荷さばきスペース
駐停車禁止スペースを

除く区間

至

和
歌
山

2m

駐停車禁止スペース
交差点内+停止線から右折車線終点

までの区間

熊野大花火大会
交通円滑化協議会

露
天
商
・
花
火
大
会
関
係
者

一
般
車
両
は
駐
車
で
き
ま
せ
ん

一
時
駐
車
ス
ペ
ー
ス

カラーコーンをロープ等で固定一定の短い間隔で設置

カラーコーンの色分け

＜花火大会終了後の駐停車スペース＞

⾄
名
古
屋

至

和
歌
山

花火大会終了後も、
駐停車スペースとして明確化

至 和歌山熊野市駅口交差点

至 名古屋

＜花火大会終了後の露天商の駐停車＞

熊野市駅口交差点 至 和歌山

至 名古屋

木本町～熊野市駅口交差点

至 和歌山



Ｐ10４ 会場周辺の円滑化対策

■ 花火大会終了後の名古屋方面へ向かう流出交通は、井戸町交差点および木本町交差点に集中。
■ 会場周辺は、井戸町交差点を除いて午前2時頃まで国道42号へ流出させないこととしているが、

H28年実績では、木本町交差点で23:20頃から流出開始。
■ 花火大会終了後の会場周辺の交通規制方法等についての見直しを検討。

(3)花火大会終了後の会場周辺の交通規制方法等の見直し

36台

34台 71台

194台

207台
760台

437台72台

615台

1,190台

320台
※24時まで出庫不可

410台

90台

170台

凡例
青字 ：臨時駐車場駐車可能台数（H28年）
赤字・緑字：22時台～2時台の流出交通量（H28年）

有井トンネルは
23時まで車両通行禁止

井
戸
町

木
本
町

熊
野
市
駅
口

立
石
南

有馬・山崎地区の
臨時駐車場駐車可能台数は
合計約2,500台 短時間で多くの車両が流出

（23:20頃から随時流出）



＜尾鷲北ＩＣ出口の通過交通量＞

Ｐ11５ アクセス道路の円滑化対策

■ 坂場交差点および坂場西交差点で、和歌山方面へ交通を円滑に流すため、更に青時間を多く配分
することを検討。

■ 渋滞が発生する前のより早い時間帯からの信号現示調整を検討。

＜花火大会当日の信号現示＞

(1)坂場・坂場西交差点の信号現示調整

至

尾
鷲
北IC

坂場
交差点

坂場西
交差点

至 和歌山

8:30以前：32 + 3 + 10=45秒→691台/時
8:30以降：29 + 3 + 30=62秒→761台/時

8:30以前：36秒→1,057台/時
8:30以降：56秒→1,267台/時

1φ青 1φ青 1φ黄 2φ青

青時間を更に多く配分し、紀勢自動車道利用
車両を優先して和歌山方面に流す。

坂場交差点

坂場西交差点

尾鷲北ＩＣ

至 名古屋

至 和歌山

704
594 625

0
100
200
300
400
500
600
700
800

8時台 9時台 10時台

通
過
交
通
量
（
台

/j時
）425 42
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※8時台より前のデータは未調査



Ｐ12５

■ 尾鷲南ＩＣ入口交差点の信号制御を定周期式等により調整し、上り（名古屋方面）の熊野尾鷲
道路と国道42号の利用交通量割合に応じて、青時間の配分を検討。

至 和歌山

至 名古屋
国道42号走行車両が
優先的に通行

合流のために徐行

熊野尾鷲道路利用車両を
優先して流出

尾鷲南ＩＣ入口交差点

至 名古屋

至 和歌山

国道42号側の交通が少ない
場合、赤信号で停止。

至 熊野尾鷲道路

＜尾鷲南ＩＣ入口交差点での通行方法と信号制御＞＜熊野尾鷲道路と国道42号上り（名古屋方面）の利用交通量の割合＞

(2) 尾鷲南ＩＣ入口交差点信号制御方法の変更

＜信号現示の青時間の配分のイメージ＞

624 

469

716

617

471

752 

494

246

214

137

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22時台

23時台

0時台

1時台

2時台

利用交通量（台/時）

熊野尾鷲道路 国道42号

約80%の車が
熊野尾鷲道路を利用

アクセス道路の円滑化対策



Ｐ13４ わかりやすい交通規制図の提供

■ 交通規制図は交通規制内容の他にも、臨時駐車場案内、トイレや休憩所などの多様な情報を記載。
■ 利用者にわかりやすい交通規制図とするため、記載情報量の制限、規制種別・時間の整理を検討。

（例１）交通規制図は交通規制と臨時駐車場に関する情報のみとし、その他は観光案内面に記載。
（例２）交通規制予定時間を極力統一することを検討。※交通管理者と要協議

＜H28年の交通規制図面＞

規制予定時間の種別が多く、
多様な色別となっている。

＜H28年の観光案内面＞

トイレや休憩所等は、
観光案内面にも記載


